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性 別 に よ る賃 金 格 差 や 昇 格 遅 れ の 要 因 とな って い る

間 接 差 別 の 是 正 を求 め 、 大 阪 の NGO「 ワ ー キ ング ・

ウ ィメ ンズ ・ネ ッ トワ ー ク (WWN)」 が 11月 、 ス イ

スの 国 連 ・女 性 差 別 徹 廃 委 員 会 (CEDAW)で 、 女

性 の 低 賃 金 の 実 態 な ど現 状 を訴 え た 。 職 種 は違 って も

職 務 の 価 値 が 同 じ な ら 同 じ賃 金 と す る 国 際 的 な 原 則

「同 一 価 値 労 働 同 一 賃 金 」が 浸 透 して い る 欧 分Nに 比 べ 、

水 面 下 の 男 女 格 差 が 顕 著 な 日本 。 報 告 を 兼 ね 11月 に大

阪 で 開 い た シ ン ポ ジ ウ ム で WWNメ ンバ ー は 「女 性 差

別 は現 代 の労 働 弱 者 切 り捨 て と もつ な が って い る」 と

訴 え た 。 (片 岡 達 美 )
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女性に多いコース別雇用

賃金や昇進面で男女格差

|ヲ轡i
法
が
間
接
差
別
を
明
確
に
規

定
し
て
い
な
い
こ
と
も
あ

り
、

多
く
は
敗
訴
。

二
審
で

企
業
側
が
差
別
を
認
め
て
和

解
し
た
例
も
あ
る
が
、

現
状

を
変
え
る
に
は
至
っ
て
い
な

い
。Ｗ

Ｗ
Ｎ
代
表
の
越
堂
静
子

さ
ん
は

「
一
般
職
か
ら
総
合

職
へ
転
換
を
望
ん
で
も
、

女

性
だ
け
に
行
政
書
士
な
ど
難

し
い
資
格
取
得
を
絶
対
条
件

と
し
て
課
す
企
業
も
あ
る
」

と
指
摘
。

コ
ー
ス
別
一屋
用
管

理
制
度
が
あ
る
企
業
は
１１

・

■
％

（二
〇
〇
六
年
、

厚
労

省
調
べ
）
で
、

一
九
八
九
年

の
調
査
開
始
以
来
増
加
の

一

途
だ
。

■
国
際
世
論

国
連
が
条
文
化
し
た
女
性

差
別
撤
廃
条
約
は
、

ナ」う
し

た
橋
差
を
禁
じ
て
い
る
。

日

本
も
批
准
し
て
い
る
も
の

の
、国

際
法
に
詳
し
い
林
弘

子
・福
岡
大
教
授
は
「国
内
法

優
先
を
理
由
に
施
策
に
反
映

し
て
い
な
い
」と
指
摘
す
る
。

国
際
世
論
の
高
ま
り
を
期

待
し
て
、

Ｗ
Ｗ
Ｎ
な
ど
の
Ｎ

Ｇ
Ｏ
は
以
前
か
ら
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ

Ｗ
で
度
々
現
状
を
報
告
し
、

Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
は
間
接
差
別
の

定
義
を
均
等
法
に
明
文
化
す

る
よ
う
勧
告
を
重
ね
た
。

二
〇
〇
六
年
の
均
等
法
改

正
で
、

体
力
を
募
集

・
採
用

の
条
件
に
す
る
▽
全
国
転
勤

を
総
合
職
募
集
の
条
件
に
す

る
▽
転
動
経
験
を
昇
進
要
作

に
す
る
―
の
三
点
が
厚
生
労

働
省
令
で
禁
じ
ら
れ
た
が
、

そ
の
一
方
、

国
は
同
法
の
事

業
主
向
け
指
針
で
は
、

職
種

で
賃
金
や
待
遇
に
差
を
設
け

る
こ
と
を
禁
止
し
て
お
ら

ず
、明

ら
か
な
″一

一重
基
準
′′
。

「格
差
是
正
の
実
効
性
は
薄

い
」
と
い
う
の
が
関
係
者
の

見
方
だ
。

「同
じ
よ
う
に
仕
事
を
こ

な
し
な
が
ら
格
差
が
生
じ
て

し
ま
う
間
接
差
別
の
問
題

は
、

現
在
の
非
正
規
雇
用
の

問
題
に
も
通
じ
て
い
る
」
と

越
堂
さ
ん
は
指
摘
す
る
。

■
節
目
の
年

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
は

一
月

に
民
間
人
初
の
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ

委
員
に
選
考
さ
れ
た
弁
護
士

の
林
陽
子
さ
ん
が
パ
ネ
リ
ス

ト
と
し
て
出
席
。

ジ
ェ
ン
ダ

ー
の
視
点
か
ら
女
性
の
権
利

を
訴
え
て
き
た
林
さ
ん
は

「日
本
の
本
審
議
が
あ
る
来

年
は
条
約
採
択
三
十
周
年
の

節
国
。

日
本
の
現
状
を
変
え

る
た
め
チ
ャ
ン
ス
」
と
し
て

「Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
具
体
的
事
例
や

デ
ー
タ
を
示
す
こ
と
は
、

他

国
の
委
員
に
向
け
意
義
が
あ

る
」
と
評
価
し
た
。

Ｗ
Ｗ
Ｎ
メ
ン
バ
ー
の
西
村

か
つ
み
さ
ん
は
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ

作
業
部
会
の
様
子
や
委
員
ら

の
反
応
を
報
告
。

中
で
も
実

質
、

間
接
差
別
を
容
認
す
る

均
等
法
指
針
を
英
訳
し
て
持

ち
込
ん
だ
と
こ
ろ
、

「日
本

政
府
か
ら
は
未
提
出
の
資
料

で
、

賃
金
差
別
の
実
態
、

聞

接
差
別
是
正
の
進
展
状
況
に

つ
い
て
厳
し
く
問
い
正
し
た

い
」
と
質
問
に
反
映
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。

西

村
さ
ん
は

「来
年
の
審
議
ま

で
に
国
内
外
の
関
係
機
関
、

省
庁
に
、

よ
り
強
く
働
き
か

け
た
い
」
と
話
し
た
。
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i 醒 国蓬塔霞裂雪病琵晏症堅品患建築消あ批握圏審ち
! 選 ばれた23人で構成。条約は前文 と30カ条か ら成 り、
! あ らゆる分野における男女平等のため必要な措置を定
i め ている。慣行上の差別も含 まれると規定 し、差別撤

i 廃義務を批准国に課 している。国連委で日本の現状訴え

く
一ら
，じ
！

シンポでは有期雇用者の雇い止めの問題も報告された=大 阪市中央
区、 ドーンセンター

間
援
差
別
、許

さ
な
い
‐

■
均
等
法
後
も

Ｗ
Ｗ
Ｎ
は

一
九
九
五
年
、

メ
ー
カ
ー

三
社
を
訴
え
た
賃

金
差
別
訴
訟
の
支
援
者
ら
が

つ
く
っ
た
。

問
接
差
別
の
象
徴
と
さ
れ

る
の
が
、

「総
合
職
」

「
一

般
職
」
と
い
っ
た
女
性
の
コ

ー
ス
別
採
用
。

八
五
年
の
男

女
雇
用
機
会
均
等
法
施
行
後

も
、

名
称
な
ど
を
変
え
た
形

で
企
業
に
残
り
、

昇
進
や
賃

上
げ
面
で
女
性
の
ハ
ン
デ
ィ

に
な
っ
て
い
る
。

間
接
差
別
を
め
ぐ
り
、

商

社
や
メ
ー
カ
ー
な
ど
を
相
手

取
っ
た
訴
訟
が
九
十
年
代
半

ば
か
ら
相
次
い
だ
が
、

均
等


